
Ⅰ 目標に向けた取組の進捗に関する評価

ⅰ）＋ⅱ）の平均値　 　　（4.4＋4.2）／2＝4.3 4.3

ⅰ）取組の進捗

目標値に対する実績に基づく進捗度（当年度実績）
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ⅱ）取組の方向性に対する評価

専門家による評価の平均値 4.2

Ⅱ 支援措置の活用と地域独自の取組の状況に関する評価

ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の平均値 　　（4.4＋4.4＋4.6）／3＝4.5 4.5

3

・１つの評価指標に複数の数値目標がある場合は、各数値目標の評価を寄与度に応じて加重平均する。
　（例）評価指標１について、a、b、cという３つの数値目標があり、各数値目標の評点・寄与度がa：5･20%、b：4･10%、
　　　　c：3･70%の場合、5×0.2＋4×0.1＋3×0.7＝3.5で、四捨五入して評価指標１の評価は「４」となる。

ⅰ） 規制の特例措置を活用した事業等の評価

■規制の特例措置を活用した事業
（事項）
　医薬品・医療機器等の輸出入手続きの電子化・簡素化
（概要）
　国と地方の協議の結果、未承認薬を輸入する際の手続きである薬監証明について、関空で通関する貨物に限定して、電子化
が合意され、紙での薬監証明手続きに要していた郵送にかかる時間又は厚生局に出向く時間等が削減され、平均１時間弱程度
で手続きが完了できるようになった。
（規制所管府省（厚生労働省）の評価）
　特例措置の効果が認められる。

（事項）
　スマートコミュニティオープンイノベーションセンター機能の整備
（概要）
　国との協議の結果、平成25年6月17日に国有財産法の特例措置として旧「私のしごと館」の譲与が可能となる「総合特別区域
法の一部改正法」が成立。平成26年3月31日付けで国と京都府の間で譲与契約を締結し、同年4月1日から京都府の施設となっ
た。府は、国際市場への展開を図るオープンイノベーション拠点として改修整備を進め、研究開発の集積を進める。
（規制所管府省（厚生労働省）の評価）
　今後、京都府が行う検証を見守ってまいりたい。

特区支援制度活用による医薬品・医療機器の薬事申請数 118% 5

関西の医薬品・医療機器の生産額 89% 4

総合特別区域評価・調査検討会における評価結果［国際戦略総合特区］　　　

関西イノベーション国際戦略総合特区［指定：平成23年12月、認定：平成24年3月］
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評価指標 進捗度 評点

特区支援制度活用による医薬品・医療機器関連設備投資額 105% 5

関西のリチウムイオン電池等新型蓄電池の輸出額

評価指標毎の進捗の評価の平均値 （5×3＋4×1＋3×1＋2×0＋1×0）／5＝4.4

107% 5

関西の太陽電池の生産量 77%

正

準

平成27年度



専門家による評価の平均値 4.4

専門家による評価の平均値 4.4

専門家による評価の平均値 4.6

Ⅲ 取組全体にわたる事業の進捗と政策課題の解決に関する評価

（専門家所見（主なもの）） 4.2

専門家による評価（専門家の総合的な所見）の平均値 4.2

Ⅰ、Ⅱ及びⅢを１：１：２の比率で計算 (4.3＋4.5＋4.2×2)／4＝4.3

（注）評価に係る評点及び表記の考え方については以下のとおり。
・評価は５～１（評点）で行う。
・進捗度は、100%以上を５、80%以上100%未満を４、60%以上80%未満を３、40%以上60%未満を２、40%未
満を１とする。
・進捗度以外の評価項目における評点は、５：著しく優れている、４：十分に優れている、３：適当であ
る、２：適当であると認めるには不十分である、１：適当であると認められないとする。

■国との協議の結果、全国展開された措置を活用した事業
（事項）
　埠頭株式会社が実施する上物、荷役機械等整備資金の無利子貸付に係る特例
（概要）
　平成25年12月に「港湾法施行令」及び「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令」の一部が改正され、同法に基づく貸
付けに係る担保提供義務が廃止された。

■国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置による事業
（事項）
　PMDA-WEST機能の整備、医薬品医療機器総合機構（PMDA）出張所の設置による優先相談・審査の実施
（概要）
　東京に所在するPMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）の機能（薬事法に基づく医薬品や医療機器などの承認審査
等）を関西においても整備することについて、平成25年10月にＰＭＤＡ－ＷＥＳＴが設置され、一部の業務（薬事戦略相談とＧＭＰ
実地調査業務）が開始されている。

（事項）
　設備共用受電下における全量買取用太陽光発電電力を災害時に限り需要家に融通できるよう制度の創設
（概要）
　国と地方の協議の結果、設備共用受電下における全量買取及び災害時の電力融通について現行法令上対応可能であること
が確認できた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

ⅱ） 財政・税制・金融支援の活用実績の評価

ⅲ） 地域独自の取組の状況の評価

・総合特区制度を活用して、様々な事業を展開しており、制度の意義を生かしている。また、支援体制がよく機能してい
る。

・医薬品・医療機器関連設備投資額、医薬品・医療機器の薬事申請数等で着実な成果を上げている。各事業のプラット
フォームの形成、規制緩和の活用等個別事業についての取組が成果につながっていると判断する。

・日本を代表する多くの自治体の連合体の業績としては物足りない。取組内容に特徴が乏しく、特区としてのアピール力
に欠ける。特区に参画している自治体間の一層の連携を求めたい。

総合評価

4.3


